
1 「児童生徒理解・教育支援シート」とは？

2 「児童生徒理解・教育支援シート」の種類と、記入のポイントは？

不登校児童生徒への適切な対応を図るため、文部科学省の通知「不登校
児童生徒への支援の在り方について」（平成28年９月14日）に基づき、本
資料を作成しました。
各学校においては、保護者や関係機関等と連携の上、「児童生徒理解・

教育支援シート」を活用した組織的・計画的な不登校児童生徒への支援を
積極的に推進するとともに、各市町村教育委員会においては、各学校が作
成したシートが有効に活用されるよう、ケース会議の開催や学校等の取組
への支援体制づくりに努めるなど、不登校児童生徒への適切な支援を行う
ようお願いします。

不登校児童生徒への支援の在り方について

北海道教育委員会（平成29年３月）

作成のポイント

不登校児童生徒一人一人の状況を的確に把握し、
当該児童生徒の置かれた状況を関係機関で情報共有
し、組織的・計画的に支援を行うために作成します。

学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー等を中心に学校が
組織的に作成します。

作成の目的 作成の主体

① 「共通シート」：不登校児童生徒本人の基本情報を記入します

① 早期からの作成
不登校児童生徒への

支援は早期から行うこ
とが重要であり、予兆
への対応を含めた初期
段階から情報を整理し、
組織的・計画的な支援
につながるようにする
必要があります。

③ 情報の一元化
学級担任の教務日誌や養護教諭

の保健日誌等を個人のメモではな
く、組織として共有できる形で適
切に保管しておくことは、負担を
大きく増すことなく必要な情報を
必要な時に得ることができ、継続
的な支援を行うための手立ての一
つとなります。

② 作成の開始等に係る基準の設定
30日という期間にとらわれることなく、

前年度の欠席状況や、遅刻、早退、保健室
登校、別室登校等の状況を踏まえて、早期
の段階から作成することが望まれることか
ら、それぞれの地域の実態に合わせて、教
育委員会又は中学校区単位で、作成開始等
の基準を設定し、地域として組織的に支援
が行えるようにすることが重要です。

記入のポイント①
遅刻・早退等の不登

校に至る前兆や、本人
の状態等について記入
します。

記入のポイント②
見立てを行う上で必

要な情報を学校内で又
は関係機関との間で共
有できるようにします。



記入のポイント①
細かい欠席状況

や、本人の学習・
健康状況等を記載
することで、継続
的に本人の変化を
把握します。

記入のポイント②
関係機関と協議の

上決定した支援方針
とその実施状況を記
入することで、支援
状況の変遷を一覧で
きるようにし、一貫
して計画的な支援を
行うことができるよ
うにします。

記入のポイント③
不登校児童生徒の支援に関しては、次の学年でも

引き続き行っていくことが重要となるため、当該学
年での支援結果の評価を明確にしておくことが求め
られます。
評価を行い、次年度における留意点等をまとめて

おくことで、担任・担当者が変わっても、継続して
支援を行うことができます。

② 「学年別シート」：不登校の状況や具体的な支援の計画を随時記入します

③ 「ケース会議・検討会等記録シート」：支援に関連する協議結果をその都度記入・加筆します

記入のポイント①
本人がどのような状況でど

のような支援を望んでいるの
か、保護者の希望を直接記入
してもらったり、面談等で聞
き取ったりして、記入・加筆
していきます。

記入のポイント②
本人・保護者の思いをでき

るだけそのまま残していくこ
とを基本として、漠然とした
ニーズについても丁寧に拾い
上げて、支援内容を導き出し
ていくことが重要です。



3 「児童生徒理解・教育支援シート」の引継ぎのポイントは？

校内・校種間での引継ぎにおけるこれまでの課題とシート活用のメリット

一貫した組織的・計画的な支援のための活用

学校や担当者が変わっても、不登校児童生徒一人一人が受けていた支援は、引き続き一貫して行われなけ
ばなりません。しかし、当該児童生徒や保護者の立場からは、進学や転学に当たって、前の学校の情報が引
き継がれることに不安を感じるかもしれません。
そのため、学校は、児童生徒や保護者に対して、シートが児童生徒の評価に利用される

ものではないことや学校における守秘義務等について十分に説明をして、不安感を取り除
くとともに、支援を通じて信頼関係を築き、シートを活用することで、組織的・計画的な
支援が可能となり、結果として児童生徒の生活を豊かにすることにつながることを理解し
てもらうことが大切です。

引継ぎに係る保護者の理解

① これまで見られた課題
一つの学年だけで利用され、上

の学年に引き継がれる仕組みがな
かったり、学校の中でのみ共有さ
れ、関係機関との役割分担がうま
くいかなかったりすることが多く、
一貫した支援が行われていないこ
ともありました。

② シート活用のメリット
シートを活用することで、不登校児童生徒の支援に必要な情報を集

約し、それに基づく支援計画を学校内や関係機関で共通理解し、さら
に、そのシートを校種間で適切に引き継ぐことによって多角的な視野
に立った指導体制が構築できるようになります。
また、児童生徒やその保護者にとっても、「担当者が変わるたびに

同じことを説明しなければならない」といった問題を減少させること
が期待できます。

① 校種間での引継ぎ
不登校の児童生徒の抱える

背景や状況は複雑で、登校し
始めても再度不登校の状態に
なることもあるため、小学校
から高等学校までの間、シー
トを校種間で適切に引き継ぐ
ことによって多角的な視野に
立った指導体制が構築できる
ようになります。

② 進学先や転学先への引継ぎ
設置者が異なる中学校から高等学校、公立学校から私立学校等で引継

ぎを行うことは、個人情報の保護への配慮等からためらわれる場合があ
るかもしれませんが、シートの引継ぎを適切に行い、支援計画の評価や
見直しを繰り返しながら継続して支援していくことで、不登校児童生徒
一人一人を支援するネットワークができ、学校だけで抱え込まない体制
の整備につながります。
そのためにも、不登校児童生徒の支援に必要な事項については適切に

引継ぎを行うことが大切であり、進学先や転学先への引継ぎについては、
原則として、当該児童生徒や保護者の同意を得る必要があります。

記入のポイント④

学年別シートや共通シート

が作成される前にケース会議

などが持たれた場合には、こ

のケース会議・検討会等記録

シート単独でも積極的に活用

し、保存するようにします。

こうすることで、不登校の

状態になる前の当該児童生徒

の情報が確認でき、より的確

な要因の把握につながります。

記入のポイント⑤

ケース会議・検討会等において、その都度

支援計画の進捗状況を確認し、その場で合意・

確認できた事項について記録しておくことで、

参考となるエピソードを集積し、支援の質を

高めることにつながります。

記入のポイント③
関係機関との連携については、

実際に連携した機関と個別にやり
とりしたことも記録し、他の機関
とも共有できる形にしておくこと
で、支援者全体で状況を共通認識
することに役立ちます。



4 不登校児童生徒に対する効果的な支援を充実させるには？

不登校に対する学校の基本姿勢

不登校の要因や背景を的確に把握するため、学級担任の視点のみならず、スクールカ
ウンセラー及びスクールソーシャルワーカー等によるアセスメント（見立て）が有効で
あることから、学校においては、相談支援体制の両輪であるスクールカウンセラー及び
スクールソーシャルワーカーを効果的に活用し、学校全体の教育力の向上を図ることが
重要です。

効果的な支援に不可欠なアセスメント

家庭訪問を通じた児童生徒への積極的な支援や家庭への適切な働きかけ

児童生徒の立場に立った柔軟な対応

不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、
フリースクールなどの民間施設、ＩＣＴを活用した学習支援など、多様な教育機会
を確保する必要があります。
また、体験活動においては、児童生徒の積極的態度の醸成や自己肯定感の向上等が期待

されることから、青少年教育施設等の体験活動プログラムを積極的に活用することが有効です。

不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保

各学校や教育委員会においては、平成28年10月11日付け教生学第674号学校教育局参事（生徒指導・学校安
全）通知「不登校に係る相談窓口の周知及び不登校児童生徒の状況の改善等に向けた取組の充実について」
を踏まえ、引き続き不登校に係る相談窓口の周知を徹底するとともに、学校内の相談体制及び学校外の機関
等との連携の一層の充実を図るなどして、対象となる全ての児童生徒が相談を受けられるよう取組を進める
ことが重要です。

不登校に係る相談窓口の周知

① 組織的・計画的な支援
校長のリーダーシップの下、教員だけで

なく、様々な専門スタッフと連携協力し、
組織的な支援体制を整えることが必要です。
また、不登校児童生徒の支援においては、
予兆への対応を含めた初期段階からの組織
的・計画的な支援が必要です。

② 不登校が生じないような学校づくり
児童生徒が不登校になってからの事後的な取組だけでな

く、不登校が生じないような学校づくりに向け、魅力ある
学校づくり、いじめや暴力行為等問題行動を許さない学校
づくり、児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施、
保護者・地域住民等の連携・協働体制の構築、将来の社会
的自立に向けた生活習慣づくりを行うことが重要です。

① 定期的な家庭訪問の実施
学校は、プライバシーに配慮しつつ、定期的に家庭

訪問を実施して、児童生徒の理解に努める必要があり
ます。また、家庭訪問を行う際は、常にその意図・目
的、方法及び成果を検証し適切な家庭訪問を行う必要
があります。

② 児童生徒の安否が確認できない等の場合
家庭訪問や電話連絡を繰り返しても児童生

徒の安否が確認できない等の場合は、直ちに
市町村又は児童相談所への通告を行うほか、
警察等に情報提供を行うなど、適切な対処が
必要です。

① いじめが原因で不登校となっている場合
学校は、いじめを絶対に許さないき然

とした対応をとることが、まずもって大
切です。また、いじめられている児童生
徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認
められてもよく、そのような場合には、
その後の学習に支障がないよう配慮が求
められます。
そのほか、いじめられた児童生徒又は

その保護者が希望する場合には、柔軟に
学級替えや転校の措置を活用することが
考えられます。

② 教員による不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合
教員による体罰や暴言等、不適切な言動や指導が不登校の原因と

なっている場合は、不適切な言動や指導をめぐる問題の解決に真剣
に取り組むとともに、保護者等の意向を踏まえ、十分な教育的配慮
の上で学級替えや転校を柔軟に認めていくことが望まれます。

③ 保護者等から進級時の補充指導等に関する要望がある場合
保護者等から学習の遅れに対する不安により、進級時の補充指導

や進級、卒業の留保に関する要望がある場合には、補充指導等の実
施に関して柔軟に対応するとともに、校長の責任において進級や卒
業を留保するなどの措置をとるなど、適切に対応する必要がありま
す。また、欠席日数が長期にわたる不登校児童生徒の進級や卒業に
当たっては、あらかじめ保護者等の意向を確認するなどの配慮が重
要です。

【指導要録上の出欠の取扱いについて】
不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において、指導・助言等を受けている場合や、自宅にお

いてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについては、文部科学省の通
知を改めて確認してください。


